
資料３－１ 人の健康の保護に関する環境基準 

項 

目 

カドミ

ウ ム 

全シア

ン 

鉛 

  
六  価

クロム 

砒 素

  
総水銀

  
アルキ

ル水銀

ＰＣＢ

  
ｼﾞｸﾛﾛ 

ﾒ ﾀ ﾝ 

四塩化 

炭 素 

1,2-ｼﾞ 

ｸﾛﾛｴﾀﾝ 

1,1-ｼﾞ 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

基

準

値 

0.01 

㎎／ｌ 

以下   

検出さ 

れない 

こと。 

0.01 

㎎／ｌ 

以下 

0.05 

㎎／ｌ 

以下 

0.01 

㎎／ｌ 

以下 

0.0005 

㎎／ｌ 

以下 

検出さ

れない

こと。 

検出さ

れない

こと。 

0.02 

㎎／ｌ 

以下 

0.002 

㎎／ｌ 

以下 

0.004 

㎎／ｌ 

以下 

0.02 

㎎／ｌ 

以下 

  

項 

目 

ｼｽ-1,2-  

ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

1,1,1-  

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

1,1,2-  

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

ﾄﾘｸﾛﾛ 

ｴﾁﾚﾝ 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ 

ｴﾁﾚﾝ 

1,3-ｼﾞｸ 

ﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ

ﾁｳﾗﾑ 

  
ｼﾏｼﾞﾝ 

  
ﾁｵﾍﾞﾝ 

ｶﾙﾌﾞ 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

       

セレン

      

基

準

値 

0.04 

㎎／ｌ 

以下 

1 

㎎／ｌ 

以下 

0.006 

㎎／ｌ 

以下 

0.03 

㎎／ｌ 

以下  

0.01 

㎎／ｌ 

以下  

0.002 

㎎／ｌ  

以下  

0.006 

㎎／ｌ

以下  

0.003 

㎎／ｌ 

以下  

0.02 

㎎／ｌ 

以下  

0.01 

㎎／ｌ 

以下  

0.01 

㎎／ｌ

以下  

  

項

目 

 硝酸性窒素及び 

 亜硝酸性窒素 

ふっ素

  
ほう素 

  

基

準

値 

 10 

 ㎎／ｌ 

 以下 

0.8 

㎎／ｌ  

以下    

1 

㎎／ｌ  

以下    

  

備考 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 



 


